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平成１７年２月の名古屋空港の機能転換は、豊山町の経済・雇用・財政に急激かつ直接的に

影響を及ぼすこととなりました。これらの影響を極力縮小するためには、地域経済の活力の回

復・維持を図る必要があったことから、これまでに旧空港施設の大型商業施設への転用、旧空

港用地への宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の誘致などを進めてきたところです。 
さらに地域経済の一層の再生を目指す 

には、長年遊休地となっている旧国際線 
貨物ターミナル跡地の利活用が地域振興 
を図る上で重要な課題となっていました。 
このような中、愛知県が旧国際線貨物 

ターミナル跡地を含む空港周辺地域に、 
民間航空機の生産・整備拠点を誘致する 
プロジェクトに着手することを発表しま 
した。 
このプロジェクトは、豊山町の総合計 

画に定める土地利用構想にも合致し、地 
域経済の活性化が図られるものと考えて 
います。 
しかし、当地域は市街化調整区域であ 

ることから、航空宇宙関連工場を集積するには、周辺に配慮した秩序ある土地利用のために、

地区計画を定め、進めることが必要となっています。 

(1) 【豊山町第４次総合計画】 ＜地方自治法＞ 
重点戦略として「空港を中心とした産業拠点の形成を目指して、空港周辺に航空宇宙関

連産業の研究開発や生産等を行う施設の集積を進める」と位置付けています。 
(2) 【豊山町都市計画マスタープラン】 ＜都市計画法＞ 

産業振興拠点の形成方針として「空港と一体化した航空宇宙産業を核として、産業用地

を集約配置することにより、先端産業振興拠点を形成する」としています。 
(3) 【産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画】 ＜企業立地促進法＞ 
   愛知県及び東尾張地域関係市町（豊山町含む）が共同で策定し、平成２５年４月に国の

同意を得た「東尾張地域基本計画」において、当地域を含む空港周辺地域が「集積区域」

として設定され、さらに「特に重点的に企業立地を図るべき区域」に位置付けられていま

す。 
(4) 【国際戦略総合特区】 ＜総合特別区域法＞ 
   愛知県を始め１２地方公共団体（豊山町含む）が共同で申請し、平成２３年１２月に国

から指定を受けた『アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成特区』において、既存工場を含む

空港周辺地区が航空機の機体の研究開発又は製造に関する事業を展開する地区に位置付け

られています。 

日時：平成２５年７月２５日（木）午後７時～ 
場所：豊山町社会教育センター ３階 視聴覚室 
主催：豊山町役場 都市計画課 

１．地区計画を定める背景 

２．当地域の関連計画における位置付け 

(1) 制度の概要 

○ 地区計画は、一体的な区域としてまとまりのある「地区単位」のまちづくりに対応す

る制度です。 

○ 地区の状況や特性に応じて、地区単位で必要な細街路や広場等の配置及び建築の形

態、用途、敷地等に関する事項をトータルプラン（総合的な計画）として定め、区域内

における建築行為、開発行為等を規制・誘導する手法です。 

○ 『地区計画の目標等』と『地区整備計画』から構成されます。 
(2) 『地区計画の目標等』について 

○ まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び

保全の方針を定めます。 
○ 地区計画の区域全体に適用されますが、関係地権者に対して直接に拘束力を持つもの

ではなく、地区のまちづくりの方針を前もって明らかにすることで、これを誘導してい

く等の効果を期待するものです。 
(3) 『地区整備計画』について 

○ 具体的なまちづくりのルールを定めるものであり、「地区計画の目標等」に従って、

道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。 

旧国際線貨物
ターミナル 

～ 空港周辺地域へ航空機の生産・整備拠点を誘致するため市街化調整区域内地区計画を定めます ～ 

『名古屋空港周辺小道地区計画』（都市計画）に関する説明会 

○ 地区整備計画は、地区全体で定めることも、区域内の一部のみに定めることもできま

す。（「地区整備計画区域」といいます。） 

○ 実際の開発行為、建築行為の規制誘導にあたって、その法的根拠となり、関係地権者

に対し、法的な拘束力を持つものです。 

３．地区計画の制度 

(1) 名称 ： 名古屋空港周辺小道地区計画 
(2) 面積 ： 約９．０ha（うち地区整備計画区域 約７．８ha） 
(3) 地区計画の目標等 

1) 地区計画の目標： 航空宇宙産業を核として産業用地を集積配置し、良好な工業団地の

形成を図る。 
2) 土地利用の方針： 航空宇宙関連産業の工業団地として適正かつ合理的な土地利用を図

りながら、周辺住宅等への環境の保全に配慮する。 
(4) 地区整備計画（約７．８ha） 

1) 地区施設の配置及び規模： 緑道１号（幅員約４ｍ、延長約２５０ｍ） 

2) 建築物等に関する事項 

① 用途の制限    ： 工場（航空機・同附属品製造業に限る） 

② 容積率の最高限度 ： １５０％ 

③ 建ぺい率の最高限度： ６０％ 

④ 敷地の最低面積  ： ３，０００㎡ 

⑤ 高さの最高限度  ： 航空法による制限表面高さ（４５ｍ） 

⑥ 形態・色彩・意匠 ： 周辺環境と調和したものとすること 

４．今回定めようとしている地区計画の内容
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道路、河川等幅有する地形地物の
中心線を境界とする場合 
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５．今後の主な都市計画の手続き 
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